
サンパウロ総領事館からのお知らせ（被害速報）  

平成 28年 11月 10日  

１ 発生日時  

11月 6日（日）14時 00分頃  

 

２ 発生場所 

サンパウロ市サント・アマロ区ピニェイロス川沿いサイクリングコース 

 

３ 事件概要 

自転車でサイクリングコースを走行中、突然前方に現れた３人組（１５歳位）に自転車を止められ

た。財布を渡すも、賊が自転車を持ち去ろうとしたところ、その際に服がサドルに引っかかり、抵抗

した様になったため、賊から木の棒で数回殴打され、裂傷と打撲を負った。 

 

４ 物的被害 

自転車、現金（約 R$700）、クレジットカード、デビットカード、身分証明証、  

運転免許証、携帯電話  

 

５ 防犯対策  

（1）常に警戒心を維持し，時折周囲に視線を向けるなど、警戒心を顕示する。  

（2）荷物は最小限にし、手元から離さず、貴重品は極力持ち歩かない。  

（3）強盗に遭った場合には、絶対に抵抗しない。  

（4）自転車、ランニング等は、人の多いところで行うか、なるべく複数人で行動する。  

 

以上  

在サンパウロ日本国総領事館 

Av Paulista 854 Sao Paulo SP 

TEL 3254-0100 


